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タイトル 平成２９年度土砂災害対策訓練及び土砂災害講話 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
６月３０日（金曜日） 午後１時～午後３時まで 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
秦野市蓑毛区域全域及び東公民館 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

対象 １ 土砂災害対策訓練：蓑毛４自治会、自衛隊、秦野警察

署、消防署、消防団、防災課 

  ２ 土砂災害講話：東地区自治会、平塚土木事務所、防災

課 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

訓練内容 １ 避難勧告発令時の自治会長への情報伝達訓練 

 ２ 自主防災会による避難行動要支援者の避難及び 

呼び掛け訓練 

 ３ 東公民館への避難訓練 

 ４ 自衛隊車両及び秦野警察署による人員輸送訓練 

 ５ 消防団及び防災車による広報及びパトロール 

 ６ 県職員の講話（「土砂災害について」） 

 ７ 現地対策本部連携訓練 

※午後１時４０分頃に自衛隊が車で要支援者を東公民館へ輸送する場面が

ありますので、撮影希望の方は午後１時半までに公民館へお越しください。 

Ｈｏｗ（どのように） 別紙のとおり 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

昨年は、台風、集中豪雨、地震等により全国各地で１，４９２件の土砂

災害が発生し、過去１０年で最多となりました。土砂災害に対する警戒避

難体制の強化と防災意識の高揚を図るため、６月の「土砂災害防止月間」

に合わせ、本市でも住民参加型の避難訓練を実施します。 

このほか、災害対応を迅速に行えるよう陸上自衛隊、秦野警察署、消防

署及び消防団との連携強化も併せて行います。 

過去の実績 
平成２６・２７年度に老人福祉施設で訓練を実施 

平成２８年度は北地区にて訓練を実施 

今後の取り組み 継続して訓練を実施し、土砂災害警戒区域の周知に努める。 

問い合わせ 
市長公室 防災課防災担当 担当：大津・露木 

 電話０４６３（８２）９６２１ 
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平成２９年度土砂災害対策訓練実施要領 

防災課作成  

時間 訓練内容 メ ッ シ ュ 番 号 

12:30 ・大雨警報（浸水害・土砂災害）を受信  

12:35 
・水防支援指数レベル３発表 

・消防本部に消防団の参集協議を依頼 
 

12:40 
・水防支援指数レベル４発表 

・現地対策本部設置（仮称）（時間雨量３５ミリ） 
 

12:45 ・現地対策本部（仮称）から陸上自衛隊及び秦野警察署へ派遣要請する。  

12:55 
・東地区蓑毛区域において、判定メッシュの避難準備・高齢者等避難開始

発表基準を超過 

53390187～ 

53390189 

53390198 

13:00 

・東地区蓑毛区域に避難準備・高齢者等避難開始を発表 

(消防団、防災車による広報及びパトロール) 
 

・現地対策本部（仮称）から避難勧告が発令されたことを、 

蓑毛連合会長原氏にＭＣＡ無線で連絡する。 

・原連合会長が蓑毛自治会所有の小電力トランシーバーで、 

各自治会長に周知する。 

 

13:05 

・土砂災害警戒情報(第１号：県内全域)を受信 

・東地区蓑毛区域において、判定メッシュの避難勧告基準に 

超過（時間雨量５１ミリ、総雨量３５２ミリ） 

53390187～ 

53390189533

90198 

・避難勧告を発令(防災行政無線による放送、消防団及び防 

災車による広報) 
 

13:10 

・各自治会長は、自治会避難場所に避難した住民の人数を把 

握し、小電力トランシーバーで原連合会長へ報告する。 

 原連合会長は、把握した人数及び自治会避難場所をＭＣＡ 

無線で現地対策本部（仮称）へ報告する。 

 

・原連合会長からの報告により、現地対策本部（仮称）から、 

陸上自衛隊及び秦野警察署へ蓑毛区域避難住民の人員輸送 

の出動を依頼する。 

 

・人員輸送車及びパトカーが避難住民の救出のため、指定場所に第１回救

出活動を開始する。 
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13:15 

・パトロール中の消防団より、蓑毛区域内で土石流発生を確 

認し、建物１棟（物置）が倒壊している旨を現地対策本部（仮 

称）へ報告する。 

 

・蓑毛区域の対象地区番号１８（蓑毛上）に避難指示（緊急） 

を発令(防災行政無線による放送、消防団及び防災車による 

広報) 

53390189 

13:20 
・消防団及び防災車については、指定経路を走行し、広報及びパトロール

を継続した後、徒歩で避難している避難住民をバックアップする。 
 

13:45 

・人員輸送車及びパトカーが、４か所の指定ピックアップポイントで救出

した避難者を東公民館指定場所で降車させる。  

・防災課は、東公民館への避難者の人定を行う。 

13:50 ・第２回救出活動を人員輸送車及びパトカーで実施する。  

14:20 
・救出した避難者を東公民館指定場所で降車させる。  

・防災課は、東公民館への避難者の人定を行う。  

14:22 
・土砂災害警戒情報（第２号：解除）を受信  

・大雨警報（浸水害・土砂災害）解除を受信  

14:25 
・避難指示解除及び訓練終了（防災行政無線を使用。） 

・現地対策本部（仮称）を解除 
 

14:30 ・土砂災害講話  

 


